
 

第32回大阪市動物愛護推進会議 会議要旨 

 

１ 開催日時  令和２年12月24日（木） 午後２時～午後３時30分 

 

２ 開催場所  大阪市役所 地下１階 第11共通会議室 

大阪市北区中之島1-3-20 

 

３ 出席者 

（委員）桑原委員（大阪府愛玩動物協会 会員） 

高山委員（公益社団法人大阪市獣医師会 副会長） 

田島委員（公立大学法人大阪府立大学生命環境科学部 准教授） 

富永委員（公益社団法人日本動物病院協会 会員） 

（オブザーバー）大阪府動物愛護畜産課 岡崎動物愛護総括主査、葛井副主査 

（事務局）健康局 川人生活衛生担当部長 

健康局健康推進部生活衛生課 中谷課長、天辰担当係長、津崎担当係長、柳瀬係員 

健康局健康推進部生活衛生課兼動物管理センター 松村保健主幹 

健康局健康推進部動物管理センター分室  淺田係員 

 

４ 議題 

（１）「犬猫の理由なき殺処分ゼロ」に向けた行動計画の進捗状況について 

（２）住吉区におけるハト・カラスへの給餌行為に対する対応結果について 

（３）動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令案（飼養管理基準に係るもの）について 

（４）「大阪市動物愛護推進員設置要領」の改定について 

（５）令和２年度動物愛護推進員研修会について 

（６）その他 

 

５ 会議要旨 

（１）「犬猫の理由なき殺処分ゼロ」に向けた行動計画の進捗状況について 

   平成 30 年３月に策定した「犬猫の理由なき殺処分ゼロ」に向けた行動計画における具体の

取組みについて、基本的な枠組み 12 項目の進捗状況を、資料を示して説明し、委員から意見

を聴取した。 

（２）住吉区におけるハト・カラスへの給餌行為に対する対応結果について 

   ＪＲ阪和線我孫子町駅東側周辺において繰り返し行われていたハト・カラスへの給餌行為

による周辺住民の生活環境被害を解消するために実施した取組みについて、資料を示して説

明し、委員から意見を聴取した。 

（３）動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令案（飼養管理基準に係るもの）について 

   環境省が令和２年 10 月 16 日から 11 月 27 日まで実施した、動物の愛護及び管理に関する

法律に係る省令案（飼養管理基準に係るもの）に対するパブリックコメントについて、動物

愛護推進員に情報提供を行ったことを、資料を示して説明し、委員から意見を聴取した。 



 

（４）「大阪市動物愛護推進員設置要領」の改定について 

   動物愛護推進員を拡充し、推進員を通じた情報収集を行うことで、多頭飼育者等に対して

適切な啓発を図るため、「大阪市動物愛護推進員設置要領」の改定を行ったことを、資料を示

して説明し、委員から意見を聴取した。 

（５）令和２年度動物愛護推進員研修会について 

   令和２年 12 月 11 日付けの通知による資料配布をもって実施した令和２年度動物愛護推進

員研修会について、資料を示して説明し、委員から意見を聴取した。 

（６）その他 

・ 動物愛護推進会議委員の任期満了に伴い、桑原委員、田島委員、山移委員が今年度をもっ

て委員を退任されること、高山委員、富永委員については引き続き委員をお願いする予定

であることを説明した。 

・ 現 28 名の動物愛護推進員の任期満了に伴い、次期推進員について、動物愛護推進会議を

構成する団体等に推薦いただく予定であることを説明した。 

 

６ 会議資料 

・議題 

（１）「犬猫の理由なき殺処分ゼロ」に向けた行動計画の進捗状況について 

   〔資料１－１〕〔資料１－２〕 

（２）住吉区におけるハト・カラスへの給餌行為に対する対応結果について 

   〔資料２〕 

（３）動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令案（飼養管理基準に係るもの）について 

   〔資料３－１〕〔資料３－２〕 

（４）「大阪市動物愛護推進員設置要領」の改定について 

   〔資料４－１〕〔資料４－２〕 

（５）令和２年度動物愛護推進員研修会について 

   〔資料５〕 

 

７ その他 

  傍聴者：なし 

問合せ先：健康局健康推進部生活衛生課（乳肉衛生・動物管理グループ） 

     06-6208-9996 

 


